
 1 / 2 

 

 

業務委託仕様書 

 

１ 履行場所 

  東海村東海三丁目７番１号 東海村役場庁舎 行政棟・議会棟・付属棟・別館 

 

２ 業 務 名 

  東海村役場庁舎自家用電気工作物保安管理業務委託 

 

３ 委託期間 

  令和４年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 対象設備 

 

設備 容量 受電電圧 

①需要設備 

（受電設備，配電設備，蓄電

池設備，電気使用場所の設備） 

１，８５０kVA ６，６００V 

②非常用予備発電装置 

（２基） 

３００kVA ６，６００V 

１００kVA（原子力災害対

策用） 

２００V（原子力災害対策

用） 

③太陽電池発電装置 ３０kW ２００V 

  ※設備詳細については別表１のとおり 

 

５ 点検頻度 

  別表１のとおり 

 

６ 業務内容 

   実施する保安管理業務は，次の各号によるものとする。 

（１） ４に掲げる対象設備の維持及び運用について，別表２に示す方法で点検，測定及び試

験を行う。また，経済産業省令で定める技術基準の規定に適合しない事項及び適合し

ない恐れがある場合は，とるべき措置について報告する。 

（２） 電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生する恐れがある場合に通知を受け

たときは，事故原因を探し応急措置を助言し，再発防止のためとるべき措置について

報告するとともに，必要に応じて電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告

規則に定める電気事故報告の作成及び手続きの助言を行う。 

（３） 電気事業法第１０７条第２項に規定する立入検査の立会いを行う。 

（４） 対象設備の自家用電気工作物の工事，維持及び運用に関する経済産業大臣への提出書

類及び図面について，その作成及び手続きの助言を行う。 

（５） 対象設備の自家用電気工作物の設置又は変更の工事について，設計の審査及び竣工検

査を行い，必要に応じてとるべき措置について報告を行う。 

（６） 対象設備の自家用電気工作物の設置又は変更の工事について，通知を受けた場合に工
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事中の点検を行い，必要に応じてとるべき措置について報告を行う。 

 

７ 緊急時の体制 

   電気事故等，緊急時の体制について明確にし，電気事故等の連絡を受けてから２時間以内に

委託対象施設へ到着し対応できること。 

また，故障復旧用に軽微な応急復旧材料を常備し，停電事故等が発生した場合は仮復旧に 

あたること。 

 

８ 厳守事項 

（１） 業務開始にあたっては，事前に「業務委託工程表」を村に提出し，村の承認を受けて

から実施すること。 

（２） 業務開始にあたっては，円滑な業務の遂行及び事故防止のため，「業務着手及び管理技

術者選任通知書」を提出し，村の承認を受けてから実施すること。また，管理技術者

は，法令及び基準に従った点検・整備を行うため，電気主任技術者などの資格を有す

る者とする。 

（３） 使用機器及び付随する配線器具等については，安全確認を行い，善良な管理に務める

ものとする。 

（４） 業務開始にあたっては，事前に安全策を講じて実施すること。 

（５） 各業務の報告書は，村へ書面をもって速やかに提出すること。 

（６） 業務に従事する者には，胸章・作業着を着用させること。 

（７） 業務上知り得た情報を他者へ漏らしてはならない。これは，契約が満了した場合にお

いても同様とする。 

 


